
●�登録済みの犬の飼い主には、「狂犬病予防注射のご案内」を郵送
　�同封のミシン目入りの用紙（狂犬病予防注射済票交付手数料領収書兼注
射済証）を持参のうえ、各動物病院で注射を受けさせてください。料金な
どは各動物病院に問い合わせを。

●市外動物病院で注射を受けさせた場合
　注射済証を持参のうえ、生活環境課窓口で注射済票の交付手続きをしてください（交付手数料550円）。

トピックス 大切なお知らせ

市内には、「○○自治会」「○○町会」「○○区」と名称は違いますが、
全域に自治会が組織されています。住民自治組織として豊かで住
みよいまちづくりをめざして、さまざまな活動に取り組んでいます。

市では、自治会と連携しながら、安全で安心な住みよいまちづくりを進めています。皆さんも、地域の一員
として、ぜひ自治会活動に協力しましょう。加入は、代表者か近くの自治会役員へ相談してください。

●防犯・防災
　防犯灯の維持管理、防犯パトロール、災害対策活動
●ふれあい
　住民同士が交流し楽しむ機会をつくるため、夏祭りなどの開催
●環境保全活動
　資源ごみのリサイクル活動、道路・公園の清掃など地域の美化・保全活動
●地域課題への対応
　地域課題についてみんなで考え、必要に応じて行政などと連携し解決に努める

自治会で住みよい地域づくり 

主な活動

●事前登録の申請はオンライン・窓口・郵送で

問合 地域振興課

問合 市民課・田原支所

問合 生活環境課

住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を市が代理人や第三者に交付したときに、その事実を本人にお知
らせする制度です。個人のプライバシー侵害を防ぐことを目的とするもので、利用には事前登録が必要で
す。同一世帯員の場合は、世帯一括登録もできます。

申請場所 市役所本館1階�市民課／田原支所
必要なもの �●申請書（市民課・市ホームページで配布）�

●本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど）

本人通知制度に登録しませんか？

詳細・
オンライン

申請

狂犬病は人に感染し、発症するとほぼ100％死亡する恐ろしい病気です。
日本では、生後91日以上の犬の所有者は、年1回、4月1日から6月30日の
間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています（狂犬病予
防法施行規則第11条）。

犬を取得（もしくは生後90日経過）してから30日以内に犬の登録をすることが
義務付けられています（狂犬病予防法第４条）。マイクロチップで登録する場合
は環境省指定登録機関、鑑札で登録する場合は生活環境課か市内動物病院で
手続きできます。

❶飼い主が変更となったとき　
❷犬の所在地が変更となったとき
❸飼い主が四條畷市内で転居したとき
❹飼い主の氏名が（結婚などで）変更となったとき
❺飼い犬が死亡したとき
※転出した場合は、転出先の市町村担当窓口に問い合わせを。

マイクロチップで登録している場合は環境省指定登録機関で届け出
鑑札で登録している場合は生活環境課窓口で届け出
（❸～❺はオンライン手続き可）

犬を飼っている皆さんへ
狂犬病予防注射を受けさせましょう

犬の登録

次の場合は必ず届け出を オンライン手続きはこちらから
（届け出内容に不明点がある場合は
電話・メールで連絡する場合あり）

❸❹
飼い主の四條畷市内

転居・氏名変更

❺
飼い犬の死亡届
（電話でも可）

環境省指定
登録機関

マイナンバーカード

マイナンバーカードに関する質問・相談 （平日8時45分～20時）通話料無料0120（727）171

開庁時間外の申請サポート・交付・更新

場所 市役所本館1階�市民課
対象 �申請：本市に住民票のある人　交付：交付通知書（はがき）を持っている人�
更新：マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書（青色の封書）を持っている人

平日開庁時間内のオンライン申請（写真撮影無料）も実施中

無料 問合 市民課

●土曜　 日時 �3月23日、4月27日、�
5月25日、6月22日�
10時～16時（毎月実施）

●夜間　 要事前予約

日時 �毎月第4火曜日�17時15分～20時�
（令和5年度は3月28日（木）も実施）

マイナンバー
カード情報・ 
予約フォーム

集合注射なし・各自で受診

●制度の流れ
市に住民登録・本籍がある（あっ
た）人が事前に登録しておく

❶ 代理人・第三者が住民票の写し
や戸籍謄本などの証明書の交
付を市に申請し、市が交付する

❷ 交付されたことが
事前登録した本人に通知される

❸

本人 本人
代理人・
第三者

代理人・
第三者

市
市

市

「第三者」とは
住民票の写し…同一世帯以外の者
戸籍関係の証明（戸籍謄本など）…
「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者

��代理人または法人（企業）、職務上請求のできる人
（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社
会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など）

たとえば、こんな人たちが想定されます

10 四條畷 LIFE（No.645） 2024 年 3 月号 11四條畷 LIFE（No.645） 2024 年 3 月号多数抽選 …応募多数や定員を超えた場合は抽選 各連絡先については�12ページをご覧ください。


